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警 察 庁

平成24年度における被疑者取調べ監督に関する

実 地 点 検 及 び 指 導 の 実 施 状 況 に つ い て

１ 実地点検及び指導の実施

警察庁は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条に基づき、

平成24年度において、47都道府県警察及び皇宮警察の延べ52警察本部と117警

察署を対象に、実地点検及び指導を行った。

２ 実施結果(△～指導事項）

警察庁が定めた(1)～(8)の重点項目を中心に、取調べ監督業務の点検を実

施した。各都道府県ともおおむね良好であったが、次の点について指導を行

った。

(1) 被疑者取調べ監督制度を円滑に運用するための体制の状況

△ 専任の警視、警部が配置されていない県や、警察本部の一部の所属に

おいて、監督補助者の指名に妥当性を欠くと認められた県に対し、制度

の適切な運用に資する体制を検討するように指導した。

(2) 被疑者取調べの状況の確認等の状況

△ 視認結果の記録に正確性を欠くと認められた県に対し、取調べ監督室

によるチェックを強化するなど、適正な記録を行う仕組みを整えるよう

に指導した。

（3） 被疑者取調べの状況等の報告の状況

各都道府県とも、警察本部長や公安委員会への報告が適切に行われて

おり、良好であった。

（4) 巡察官による巡察の状況

各都道府県とも、取調べ監督室の巡察官による警察署への巡察が適切

に行われており、良好であった。

（5) 苦情の申出を受けた際の取調べ監督官への通知の状況

各都道府県とも、取調べに係る苦情が監督部門に通知され、苦情担当

部署等との緊密な連携によって適切な処理が行われており、良好であっ

た。

（6） 取調べ調査官による調査の状況

△ 調査の要否判断が不適切と認められた県や、調査実施に遅滞が認めら

れた県に対し、適切かつ速やかな調査を実施するように指導した。

（7） 被疑者取調べ監督制度に関する教養等の状況

各都道府県とも、取調べ監督官及び監督補助者への指導や監督制度に

関する教養が適切に行われており、良好であった。

(8) 取調べ状況の把握を容易にするためのシステムの改修の状況

△ 取調べの予定把握にシステムが十分に活用されていない県や、システ

ムに統計数値の算定機能が付加されていない県に対し、効率的な把握に

向けてシステムの改修を検討するように指導した。

３ 今後の取組み

平成24年度に指導した項目の改善状況について点検を行うなどして、

被疑者取調べ監督制度の運用の更なる充実を図る。


